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杉並区災害時における相互支援に関する条例

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、住民の生命と財産を守る区市

町村の役割の大切さを再認識させるとともに、被災した区市町村のみで対応が困難

な災害に対しては、区市町村間の相互支援の仕組みが有効に機能することを明らか

にした。このことから、災害時には多くの区市町村と緊密な連携を図りながら実効

性のある支援を実施し、また、同時に支援を求めることができる関係づくりを進め、

区の災害対応力を高めることを目指し、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、法令に定めるもののほか、災害時における区市町村間の相互

の支援（以下「相互支援」という。）に関する基本的事項を定めることにより、

災害から区民の生命、身体及び財産を保護するとともに、災害を受けた区市町村

に対する積極的な支援を迅速かつ適切に実施できる体制を整備することを目的と

する。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

(１) 災害 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定

する災害をいう。

(２) 区民 区内に住み、働き、又は学ぶ人をいう。

（相互支援の推進）

第３条 区長は、相互支援が円滑に実施されるようにするため、区が他の区市町村

からの支援を受ける場合及び区が他の区市町村への支援を行う場合の具体的な方

策について、あらかじめ定めるものとする。

２ 区長は、相互支援に関する必要な事項を定めた協定を締結する区市町村の確保



に努めるものとする。

３ 区長は、災害時の円滑な連携を図るため、前項の協定を締結した区市町村（以

下「協定先自治体」という。）との交流の促進に努めるものとする。

（災害時の支援の要請）

第４条 区長は、区の区域において災害が発生し、区民の生命、身体及び財産を保

護するため区以外からの支援が必要と認めるときは、協定先自治体に対し支援を

要請するものとする。

（協定先自治体への支援）

第５条 区長は、被災した協定先自治体からの要請に応じ、特段の事情がある場合

を除き、次に掲げる支援を行うものとする。

(１) 防災備蓄物資その他の物資の供与

(２) 防災資機材等の供与又は貸与

(３) 物資及び防災資機材等の輸送

(４) 災害応急対策等に従事する職員の派遣

(５) その他区長が特に必要と認める支援

２ 区長は、前項の支援を行うときは、被災した協定先自治体の負担を軽減するた

め、主体的に、被災状況及び必要な支援について把握するよう努めるものとする。

（他の協定先自治体との連携）

第６条 区長は、前条第１項の支援を行うときは、他の協定先自治体に対し、連携

した支援を行うことを要請することができる。

２ 区長は、前項の規定による要請に応じた協定先自治体に対し、支援の内容、規

模等について必要な調整をしなければならない。

３ 区長は、協定先自治体から当該協定先自治体が第３条第２項の協定の締結等を

している区市町村が被災し、これに対し連携した支援の要請を受けたときは、当

該協定先自治体との協議により必要な支援を行うことができる。

（費用の支弁及び負担）

第７条 区は、第５条の支援を行うときは、当該支援に要する費用を支弁するもの

とする。この場合において、区は、法令により負担区分が定められているものを

除き、被災した協定先自治体と協議の上、当該支弁した費用を負担することがで

きる。



２ 区は、前条第１項の規定により支援を行うことを要請したときは、法令により

負担区分が定められているものを除き、当該要請に応じた協定先自治体と協議の

上、当該協定先自治体が支弁した費用を負担することができる。この場合におい

て、区は、被災した協定先自治体と協議の上、当該被災した協定先自治体に対し、

区が負担した費用の負担を求めることができる。

３ 区は、前条第３項の規定により支援を行うときは、当該支援に要する費用を支

弁するものとする。この場合において、区は、法令により負担区分が定められて

いるものを除き、当該支援を要請した協定先自治体と協議の上、当該支弁した費

用を負担することができる。

（区民等の支援活動に対する援助）

第８条 区長は、区民又は区民の所属する団体が協定先自治体等の被災者を支援す

る活動を行うときは、別に定めるところにより、当該区民又は区民の所属する団

体に対して必要な援助を行うことができる。

（委任）

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

附 則

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

（提案理由）

災害時における区市町村間の相互の支援に関する基本的事項を定める必要がある。


